
 

 

岡田の一部および小谷の一部地区の住居表示について 

 

１ 住居表示の実施について 

  昭和６１年度の岡田地区から平成３年度大曲地区まで５回に分け住居表示を実施しました。 

 岡田地区については、当時、寒川駅北口地区の土地区画整理が予定されていたため、この区域

を除いた岡田地区（三丁目から八丁目）の住居表示を行いました。この区画整理の整備がほぼ

完了するため、換地処分に合わせ、町名変更を行い、あわせて同区域北側の岡田地区の住居表

示を行うものです。 

 

２ 実施区域について 

 実施区域 （別図参照） 

   区画整理区域北側、丸子中山茅ヶ崎線西側、日産工機南側、旧公民館から南下する町道田

端小動９号線より東側に囲まれた区域 

 面 積 ９．８ｈａ 

 世帯数 ３４４世帯 人口 ７７５人（平成２８年７月４日現在） 

 新町名 岡田二丁目 

 

３ 住民説明について 

 実施区域にお住まいの方を対象に住居表示説明会を４回実施、計４４名 

 （住居表示制度の説明、新しい住所の表し方、住所変更の手続き、今度のスケジュール） 

   第１回 平成２７年６月２０日(土)１４時から岡田地域集会所 

   第２回 平成２７年６月２１日(日)１４時から岡田地域集会所 

第３回 平成２７年６月２３日(火)１９時から町民センター視聴覚室 

第４回 平成２７年６月２６日(金)１９時から町民センター視聴覚室 

 

４ スケジュールについて 

 平成２８年７月    住居表示審議会 

            （住居表示実施区域、新町区域・新町名の諮問、答申） 

平成２８年９月    住居表示に関する法律第３条第１項町議会提出 

           （住居表示実施区域の議決） 

平成２８年１１月   住居表示に関する法律第５条の２公示（新町案公示） 

平成２９年３月    地方自治法第２６０条第１項町議会提出 

           （新町区域、新町名議決） 

平成２９年８月    地方自治法第２６０条第２項告示 

           （新町区域・新町名の告示） 

平成３０年１月    住居表示に関する法律第３条第３項告示 

           （街区符号、住居番号の告示） 

平成３０年１～２月  住居番号決定通知書等の配付 

           手続き説明会 

平成３０年２～３月  住居表示実施 

予定  （土地区画整理事業の換地処分に合わせ） 
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